
工事の前払金の使途拡大措置の継続について 

【通常の使途範囲】 

 当該工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費（当該工事の

償却分）、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働保険料、及び保証料に相

当する額として必要な経費 

【特例措置で拡大する使途範囲】 

 現場管理費（労働者災害補償保険料を含む。）及び一般管理費等のうち当該

工事の施工に要する費用（保証料を含む。） 

                              令和５年３月 31 日 
                        財政局財政部契約監理課 

 
 
 
 
 
 福岡市では、平成２８年５月２７日付けで地方自治法施行規則の一部が改正されたこと

に伴い、予算の早期執行による経済効果の最大の発現を図るため、平成２８年度から令和

４年度までの時限的な特例措置として公共工事の前払金の使途範囲を拡大する特例を継続

しておりましたが、令和５年度についてもこの特例措置を継続することといたしました。 
 

記 
 
１ 前払金の使途範囲 

 
    
 
 
 
 
 
                    
 
 
 
 
 
 
２ 特例措置の適用対象 

  平成２８年４月１日から令和６年３月３１日までに、新たに契約を締結した工事（債務負担行為に

係るものを含む。）に係る前払金（中間前払金を除く。）で、令和６年３月３１日までに払出しが行わ

れるものが対象です。 
  なお、平成２８年４月１日から令和５年３月３１日までに請負契約を締結した工事で令和５年度に

も工期があるものについては、受注者からの申出により変更契約を行いますので、希望される受注者

の方は、当該工事の監督員に申し出ていただきますようお願いします。 
 
３ 注意点 

  特例により拡大した使途範囲である現場管理費及び一般管理費等のうち当該工事の施工に要する

費用に充てられる前払金の上限は、前払金額（中間前払金額を除く。）の１００分の２５です。 
 ※前払金の使途や払出手続については、各保証事業会社にお問い合わせください。 

 
【問い合わせ先】 
  財政局財政部契約監理課調査・指導係  電話 ０９２－７１１－４１８５  


